会　則　（　見　本　）

（名　称）
第1条 この会は、〇〇〇〇〇〇と称する。

（目　的）
第2条 この会は、自主的な活動の基礎にたって、知識、技術等を身に付け、教育の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉に寄与するとともに、会員相互の親睦を深め、仲間作りを図ることを目的とする。

（組　織）
第3条 この会は、町内に在住する住民及びその他学ぼうとする人々をもって組織する。

（活　動）
第4条 この会は、第２条の目的達成のために、定期的に教室等を開催する。

（総　会）
第5条 総会は、代表者（会長）の招集によって、年１回開催し、次の事項について決議又は承認をおこなう。
（１）事業に関すること。
（２）会計予算及び決算に関すること。
（３）会則の改定に関すること。
（４）役員の改選に関すること。
（５）その他決議を必要とする事項。
　２．　第５条第1項のほか、会員の半数以上の要求があるときは、臨時に開催する。

（決　議）
第6条 会の運営等に関する議決は、会員の過半数の賛成をもって決する。

（役　員）
第7条 この会には、次の役員を置く。
（１）代表者　（会　長）　　　　　１名
（２）副代表者（副会長）　　　　　１名
（３）会計　　　　　　　　　　　　１名
（４）会計監査　　　　　　　　　　１名

（役員の任期）
第8条 役員の任期は１年とする。ただし、補欠による任期は、前任者の在任期間とする。また、再任は妨げないものとする。

（会　費）
第9条 会費等は、次のとおりとする。
（１）入会金　　　　　　　　　　　円
（２）１か月の会費　　　　　　　　円
[bookmark: _GoBack]（３）講師謝礼金　　　　　　　　　円（毎月）

（会計年度）
第１０条　会計は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（会計監査）
第１１条　会計監査を置き、会計を監査する。

附則会則の施行日は必須項目です

この会則は　　　年　　月　　日から施行する。
